
特定商取引に関する法律施行令及び
預託等取引に関する法律施行令の一部改正について

２０２３年１月
消費者庁取引対策課

（資料2）



特商法第 64 条第２項及び預託法第28条の規定※により、以下の事項に関する政令の
制定又は改正に当たっては、消費者委員会への諮問が必要

※未施行部分（下線部）については、令和３年改正法の附則第２条第１項及び第３条第１項の規定

【諮問事項】
（１）契約書面等の電子化に係る規定の新設 ：特商法・預託法

①特商法第４条第２項に規定する承諾の方法 等
②預託法第３条第３項に規定する承諾の方法

（２）「電話勧誘販売」に関する規定の改正 ：特商法
①特商法第２条第３項に規定する電話をかけさせる方法

○預託法
（消費者委員会への諮問）
第二十八条 内閣総理大臣は、第二条第一項第二号イ若しくは第二項、第三条第三項又は第四条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしよ

うとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。

１

消費者委員会への諮問について①

○特定商取引法
（消費者委員会及び消費経済審議会への諮問）
第六十四条 （略）
２ 主務大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第四条第二項（第五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。）、第六条

第四項、第十三条第二項、第十八条第二項（第十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。）、第二十条第二項、第二十六条
第五項第三号若しくは第七項第一号、第三十四条第四項、第三十七条第三項、第四十条の二第二項第四号、第四十一条第一項第一号（金
額に係るものに限る。）、第四十二条第四項、第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項、第五十五条第三項、第五
十八条の七第二項（第五十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。）又は第六十六条第二項（密接関係者の定めに係る
ものに限る。）の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮
問しなければならない。



○消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律（令和三年法律第七十二号）附則
（特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第二条 特定商取引に関する法律第六十七条第一項第四号に定める主務大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日（以下この条及び次条
において「第三号施行日」という。）前においても第一条の規定（同号イに掲げる改正規定に限る。）による改正後の特定商取引に関す
る法律（以下この条において「新々特定商取引法」という。）第四条第二項（新々特定商取引法第五条第三項において読み替えて準用す
る場合を含む。）、第十八条第二項（新々特定商取引法第十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。）、第二十条第二項、
第三十七条第三項、第四十二条第四項、第五十五条第三項又は第五十八条の七第二項（新々特定商取引法第五十八条の八第三項において
読み替えて準用する場合を含む。）の政令の制定の立案のために、新々特定商取引法第六十四条第二項の規定の例により、消費者委員会
及び消費経済審議会に諮問することができる。

２～17 （略）

（特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第三条 内閣総理大臣は、第三号施行日前においても第二条の規定（附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。）による改正後の預託
等取引に関する法律（以下この項及び第三項において「新々預託法」という。）第三条第三項の政令の制定の立案のために、新々預託法
第二十八条の規定の例により、消費者委員会に諮問することができる。

２～７ （略）

消費者委員会への諮問について②

２



令和３年改正特商法のうち、公布（令和３年６月16日）後２年以内の施行分として残って
いた、契約書面等の電子化に係る規定を特商法政令に新設

既に契約書面等の電子化を導入済みの他の政令に倣い、以下を規定

• 消費者から電磁的方法による提供について承諾を得るに当たって、利用する電磁的方
法の種類及び内容を示した上で、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により
承諾を得ること

• 承諾の撤回及び再承諾

• 事業者が電磁的方法により提供した書面記載事項が、消費者の使用する電子計算機
に備えられたファイルに記録されたか及び閲覧に支障があるかの確認

（１）契約書面等の電子化に係る規定の新設①

○特定商取引法
（訪問販売における書面の交付）
第四条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につ
き役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務
につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面を
その申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、こ
の限りでない。
一～六 （略）

２ 販売業者又は役務提供事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当
該書面に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるも
のをいう。以下同じ。）により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したもの
とみなす。

３ （略）

○特定商取引法施行令案
（法第四条第二項の規定による承諾に関する手続等）
第四条 法第四条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申
込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面又
は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの（以下「書面等」という。）によつ
て得るものとする。

２ 販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第四条第二項の規定
による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該
申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

３ 販売業者又は役務提供事業者は、法第四条第三項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該
申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧
に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。

４ 前三項の規定は、法第五条第三項において法第四条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前三項中
「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。 ３



（１）契約書面等の電子化に係る規定の新設②

○預託法施行令案

（法第三条第三項の規定による承諾に関する手続等）
第三条 法第三条第三項の規定による承諾は、預託等取引業者が、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る顧客又は預託者
に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該顧客又は預託者から書面又は電子情報処
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるもの（次項において「書面等」という。）によって得
るものとする。

２ 預託等取引業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る顧客又は預託者から書面等により法第三条第三項の規定による電磁的
方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該顧客又は預託
者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

３ 預託等取引業者は、法第三条第四項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により預託者に提供したときは、当該預託者に対し、当該事
項が当該預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを内閣府令で定める
方法により確認するものとする。

○預託法

（書面の交付）
第三条 預託等取引業者は、預託等取引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定める
ところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項であって内閣府令で定めるもの
二 預託等取引業者の業務及び財産の状況に関する事項であって内閣府令で定めるもの

２ 預託等取引業者は、預託等取引契約を締結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等
取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 物品の種類、数量及び価額又は特定権利の内容及び価額
二 物品の預託を受ける期間又は特定権利を管理する期間
三 供与される財産上の利益の内容並びに供与の時期及び方法（物品又は特定権利を買い取る契約にあっては、買取価格又はその算定方法）
四 預託等取引業者が預託者から手数料を徴収する場合にあっては、その手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法
五 契約の解除に関する事項（第七条第一項から第四項まで、第八条第一項及び第二項並びに第十七条第一項から第四項までの規定に関する事
項を含む。）

六 損害賠償額の予定（違約金を含む。）に関する定めがあるときは、その内容
七 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させること（当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これ
らに代替する物品を預託者に給付することを含む。）を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合にあってはその内容

八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
３ 預託等取引業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記
載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。
次項において同じ。）により提供することができる。この場合において、当該預託等取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

４ 前項前段の規定による第二項の書面に記載すべき事項の電磁的方法（内閣府令で定める方法を除く。）による提供は、預託者の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該預託者に到達したものとみなす。

４



第
15
条
の
４

○特定商取引法第２条第３項
「販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供
契約の締結についての勧誘（以下「電話勧誘行為」という。）により、その相手方（以下「電話勧誘顧客」という。）から当該売買契約
の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話
勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役
務の提供をいう。」

〇特定商取引法施行令第２条第１号※

「電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布
して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。」

（２）「電話勧誘販売」に関する規定の改正①

※ なお、同条第２号は、電話をかけさせる方法として、他者より有利な条件で契約締結ができると告げて電話をかけることを要請することを規定している（いわゆる有利条件提示型）

電話をかけさせる方法について、誘引する際の手段を政令で規定（限定列挙）

該当しない手段で誘引が行われた場合について、消費者被害の防止を図ることができ
ないケースが存在

現行法では・・・

いずれの誘引手段も

注文の電話で広告にない商品を不意打ち的に勧誘された場合であっても通信販売となる

テレビコマーシャルによる誘引

テレビショッピングを見て電話で注文
したら、テレビショッピングで紹介され
ていない別の商品も勧められて承諾。

新聞広告による誘引

新聞広告を見て電話で注文したら、広
告には掲載されていない別の定期購入
の商品も勧められて、併せて注文した。

ウェブサイト上の動画による誘引

無料動画配信サイトの広告から申し込み
無料オンラインセミナーを受講したが、途中
から男性社員との通話になり、執拗に勧誘
を受け、広告には掲載されていない高額な
セミナーの契約をしてしまった。

☎123-456

☎123-456

☎123-456

１セット
●●●円！

５
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（２）「電話勧誘販売」に関する規定の改正②

事業者が消費者に電話をかけさせる方法について、誘引する際の手段として、新聞、雑
誌その他の刊行物への掲載等を追加

改正案では・・・

「テレビジョン放送」「ラジオ放送」
による誘引

「新聞」「雑誌」「その他の刊行物」
への掲載による誘引

「ウェブサイトを利用する方法」
による誘引

2

☎

3

1

☎123-456

☎123-456

いずれの誘引手段も

注文の電話で広告にない商品を不意打ち的に勧誘された場合電話勧誘販売となる

○特定商取引法第２条第３項
「販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供
契約の締結についての勧誘（以下「電話勧誘行為」という。）により、その相手方（以下「電話勧誘顧客」という。）から当該売買契約
の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話
勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役
務の提供をいう。」

〇特定商取引法施行令案第２条第１号※

「電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを
配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等（インター
ネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で主務省令で定めるもの又はその集合物をいう。第十九条において同じ。）を利
用して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請するこ
と。」
※ なお、同条第２号は、電話をかけさせる方法として、他者より有利な条件で契約締結ができると告げて電話をかけることを要請することを規定している（いわゆる有利条件提示型）

６



○特定商取引法施行令案

（電話をかけることを請求させる行為）
第十九条 法第二十六条第七項第一号の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁

的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビ
ジョン放送若しくはウェブページ等を利用して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであ
ることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。

（２）「電話勧誘販売」に関する規定の改正③

○特定商取引法

（適用除外）
第二十六条
１～６（略）
７ 第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
一 売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者（電話勧
誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。）に対して行う電話勧誘販売

二（略）
８～１０（略）

電話勧誘販売の適用除外にならない行為（電話をかけることを請求させる行為）につい
ても、同様に手段を追加

７


